
現在のお住まいにあなたが住まなくなった後、誰かが使う予定は
ありますか？ご家族で話し合いをされたことはありますか？
誰かが何とかしてくれると安易に考えてはいけません。
空き家となってから時間が経過するにつれて、維持管理や処分が

難しくなります。
そうなる前に、今からご自身でチェックできるポイントや、将来

のことを考えるきっかけとなるお役立ち情報をご紹介します。

主催：和歌山県空家等対策推進協議会 （事務局：県 建築住宅課）

問合せ先
担当：和歌山県 建築住宅課 建築指導班

TEL:073-441-3184 FAX:073-428-2038

我が家のこと、
家族で考えよう

令和７年

5月25日(日)

どなたでも無料で参加いただけます

時間 13:30～15:00

会場 海南ｎｏｂｉｎｏｓ
2階 多目的室1・2
（海南市日方1525-6）
駐車場が混雑する場合があります

（ノビノス）


